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管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

今 

成 

貞 

昭 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
十
五
項
中
「
こ
の
項
」
の
次
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

職
員
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
疑

い
の
あ
る
患
者
を
救
護
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
防
疫
業
務
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
附
則
第

十
五
項
及
び
第
十
六
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

荒
川
右
岸
用
排
水
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

 
 

 

所 

 
 

理
事 

内 

田 

光 

夫 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
北
田
島
三
百
六
十
六
番
地 

 
 

同 
 

澤 

田 

勇 

夫 

同 
 

同 
 

大
字
菅
間
七
百
二
十
六
番
地 

 
 

同 
 

矢 

島 

一 

雄 

同 
 

同 
 

大
字
石
田
本
郷
四
百
四
番
地 

 
 

同 
 

西 

島 

貞 

一 

同 
 

同 
 

大
字
鴨
田
八
百
二
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

新 

井 

義 

平 

同 
 

同 
 

大
字
中
老
袋
三
百
六
十
六
番
地
一 

 
 

同 
 

三 

上 

喜
久

 

同 
 

同 
 

大
字
古
谷
上
二
千
百
十
七
番
地
一 

 
 

同 
 

渋 

谷 
 

 

實 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

五
千
六
百
六
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

堀 

井 

重 
 

同 
 

同 
 

大
字
古
谷
本
郷
千
四
百
五
番
地
一 

 
 

同 
 

秦 
 

 

隆 

行 

同 
 

同 
 

大
字
大
中
居
二
百
八
十
番
地
一 

 
 

同 
 

栗 

原 

政 

仁 

同 
 

同 
 

大
字
南
田
島
千
五
百
八
十
四
番
地 

 
 

同 
 

新 

井 
 

 

透 

同 
 

同 
 

大
字
並
木
三
百
七
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

若 

海 

玄 

平 

同 
 

同 
 

大
字
久
下
戸
千
八
百
十
番
地
二 

 
 

同 
 

宮 

﨑 
 

 

淳 

同 
 

同 
 

大
字
古
市
場
百
八
十
一
番
地 

 
 

同 
 

鴻 

村 

和 

男 

同 
 

富
士
見
市
大
字
東
大
久
保
二
百
二
十
番
地 

 
 

監
事 

西 

島 
 

 

進 

同 
 

川
越
市
大
字
鴨
田
二
百
五
十
一
番
地
一 

 
 

同 
 

沼 

野 
 

 

孝 

同 
 

同 
 

大
字
古
谷
上
百
七
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

木 

下 
 

 

章 

同 
 

同 
 

大
字
萱
沼
二
千
番
地
四 

 
 

同 
 

新 

井 

則 

幸 

同 
 

富
士
見
市
大
字
東
大
久
保
二
千
百
九
十
三
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

所 

 
 

理
事 

内 

田 

光 

夫 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
北
田
島
三
百
六
十
六
番
地 

 
 

同 
 

矢 

島 

一 

雄 

同 
 

同 
 

大
字
石
田
本
郷
四
百
四
番
地 

 
 

同 
 

江 

田 
 

 

眞 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

 

千
百
四
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

西 

島 

貞 

一 

同 
 

同 
 

大
字
鴨
田
八
百
二
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

江 

田 

弥
寿
之 

同 
 

同 
 

大
字
上
老
袋
百
七
十
八
番
地 



 
 

同 
 

野 

原 

俊 

明 

同 
 

同 
 

大
字
古
谷
上
百
二
十
六
番
地
一 

 
 

同 
 

渋 

谷 
 

 

実 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

五
千
六
百
六
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

粕 

谷 

安 

治 

同 
 

同 
 

大
字
古
谷
本
郷
八
百
五
十
四
番
地 

 
 

同 
 

三 

上 

恒 

生 

同 
 

同 
 

大
字
八
ツ
島
三
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

鈴 

木 

巳
子
男 

同 
 

同 
 

藤
木
町
十
五
番
地
十
四 

 
 

同 
 

高 
橋 

省 

三 

同 
 

同 
 

大
字
今
泉
七
十
八
番
地 

 
 

同 
 

若 

海 
玄 

平 

同 
 

同 
 

大
字
久
下
戸
千
八
百
十
番
地
二 

 
 

同 
 

小 

泉 

鉄 
雄 

同 
 

同 
 

大
字
渋
井
九
百
十
八
番
地 

 
 

同 
 

時 

田 

昭 

一 
同 

 

富
士
見
市
大
字
東
大
久
保
千
九
百
九
十
六
番
地 

 
 

監
事 

西 

島 
 

 

進 

同 
 

川
越
市
大
字
鴨
田
二
百
五
十
一
番
地
一 

 
 

同 
 

榎 

本 

武 

志 

同 
 

同 
 

大
字
小
中
居
九
百
八
十
五
番
地
一 

 
 

同 
 

沢 

田 

邦 

彦 

同 
 

同 
 

大
字
古
市
場
六
十
一
番
地 

 
 

同 
 

鴻 

村 

和 

男 

同 
 

富
士
見
市
大
字
東
大
久
保
二
百
二
十
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
丸
ヶ
崎
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市
丸
ヶ
崎
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
北
東
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
十
二
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
号 

 
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
二
年
九
月
十
一
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
白
岡
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

白
岡
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
、
四
級
基
準
点
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

白
岡
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

鈴 

木 

水 

弘 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

二
本
木
飯
能
線 

三 

道
路
の
区
域



 
新 旧 

旧 

新 

別 
入
間
市
大
字
南
峯
字
南
長
沢
九
〇
一
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
南
峯
字
北
長
沢

九
〇
五
番
一
〇
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

一
〇
・
二
三
～ 

 
 
 
 

一
〇
・
四
五 

 
 

七
・
八
八
～ 

 
 
 
 

一
六
・
八
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
三
九
・
四
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

鈴 

木 

水 

弘 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

四
百
七
号 

三 

道
路
の
区
域



 
新 旧 

旧 

新 
別 

鶴
ヶ
島
市
大
字
高
倉
字
熊
野
前
一
〇
七

八
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
高
倉
字
熊

野
前
一
〇
七
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 

二
六
・
六
七 

 
 

二
三
・
一
二
～ 

 
 
 
 

二
四
・
七
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
四
〇
・
六
三 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日
付
け
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号
の
変
更 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

鈴 

木 

水 

弘 
 



  

   

一
般
国
道
四
百
七
号 

  

路 
 

線 
 

名 

 

鶴
ヶ
島
市
大
字
高
倉
字
熊
野
前
一
〇
七
八
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
高
倉
字
熊
野
前
一
〇

七
五
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
三
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供

用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
一
四
〇
・
六
三
メ
ー

ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

根 

岸 

幸 

司 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

久
喜
騎
西
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

加
須
市
常
泉
字
見
竹
三
六
番
一
地
先

か
ら 

加
須
市
日
出
安
字
下
四
七
八
番
三
地

先
ま
で 

加
須
市
常
泉
字
立
野
五
三
一
番
一
地

先
か
ら 

加
須
市
日
出
安
字
下
五
八
四
番
一
地

先
ま
で 

区 
 

 

間 

七
・
五
〇
～ 

 
 

 

二
九
・
五
八 

八
・
六
九
～ 

 
 

 

一
六
・
二
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
四
六
二
・
二
八 

一
四
七
七
・
六
六 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

根 

岸 

幸 

司 
 

 
 



 

久
喜
騎
西
線 

路 

線 

名 

加
須
市
下
高
柳
字
上
小
宮
一
六
三
二
番
三
地

先
か
ら 

加
須
市
上
高
柳
字
八
反
田
一
五
〇
六
番
一
地

先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
付
け
埼
玉
県
行
田

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
九
七
七
・
七
八
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

根 

岸 

幸 

司 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

加
須
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 旧 

旧 

新 
別 

加
須
市
上
高
柳
字
八
反
田
一
四
六
六

番
一
地
先
か
ら 

加
須
市
上
高
柳
字
八
反
田
一
五
〇
六

番
一
地
先
ま
で 区 

 
 

間 

一
四
・
〇
九
～ 

 
 

 

二
〇
・
六
九 

一
三
・
四
九
～ 

 
 

 

一
四
・
五
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
三
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

根 

岸 

幸 

司 
 

 
 



 

加
須
鴻
巣
線 

路 

線 

名 

加
須
市
上
高
柳
字
八
反
田
一
四
六
六
番
一
地

先
か
ら 

加
須
市
上
高
柳
字
八
反
田
一
五
〇
六
番
一
地

先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
付
け
埼
玉
県
行
田

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 
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